
1 

 

 

審 議 会 等 の 会 議 録 

会 議 の 名 称 平成２７年度第１回座間市都市計画審議会 

開 催 日 時 平成２７年１１月１３日(金) ９時３０分～１１時４５分 

開 催 場 所 座間市役所５階 第１会議室 

出 席 者 

（出席）山本会長 佐藤副会長 安海委員 伊藤委員 守屋委員 長本委員  

井上委員 窪委員 有山委員 内藤委員 加藤（博）委員 川﨑委員   

倉持委員 沼田委員（代理：向井委員） 

（欠席）加藤（仁）委員 

事 務 局 
遠藤市長 山口都市部長 浅黄都市部参事兼都市計画課長 

中里技幹兼都市計画係長 小山副技幹 宮川主事  片野主事補 

公 開 の 可 否 ■公開 □一部公開 □非公開 傍聴人数 なし 

非公開・一部公開

し た 理 由 

 

議 題 

審議事項 

議案第１号 座間都市計画生産緑地地区の変更（案）について 

議案第２号 座間都市計画公園３・３・２号富士山公園の変更（案）について 

議案第３号 座間都市計画特別緑地保全地区相模川緑地保全地区の変更（案）について  

議案第４号 座間都市計画公園５・５・１号芹沢公園の変更（案）について 

議案第５号 座間市景観計画の変更（案）について 

報告事項 

報告第１号 第７回線引き見直しについて 

資 料 の 名 称 資料１～６ 

会議の内容  ※会

議次第及び発言要

旨等 

事務局  それでは、定刻となりましたので、ただ今から座間市都市計画審議会

を開催させていただきます。本日は、各委員さんにおかれましては、大

変お忙しい中、ご出席を賜りまして有難うございます。これからの進行

につきましては、お手元の次第にもとづきまして進めさせていただきま

す。今回は、皆様に都市計画審議会の委員をお願いいたしまして、初め

ての審議会となりますので、ただ今から、市長より委嘱状の交付をさせ

ていただきます。名簿に基づきまして、自席でお受け取りいただく方式

とさせていただきます。 

（委嘱状の交付） 

事務局  ありがとうございました。なお、委員の任期につきましては、委嘱日

より２年間となっておりますので、よろしくお願いいたします。それで

は、ここで委員の皆様の自己紹介をお願いいたします。 
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（委員自己紹介） 

事務局  ありがとうございました。つづいて、事務局の紹介をさせていただき

ます。 

（事務局紹介） 

事務局  次に、本日の委員さんの出席状況について報告をさせていただきます。

加藤仁美委員につきましては所用により欠席との連絡を受けておりま

す。現在のところ出席は、１５名中１４名で定足数に達しております。

従いまして座間市都市計画審議会条例施行規則第５条第３項により、本

日の審議会は成立いたしますので、ただ今から、座間市都市計画審議会

を進行させていただきます。始めに、市長より挨拶をお願いいたします。 

 

市 長  皆さんおはようございます。大変お忙しい中、ご出席を賜り、厚くお

礼申し上げます。 

     ただ今、皆さま方には委嘱状をお渡しさせていただきましたが、平成

２６年１１月１９日をもちまして都市計画審議会委員の任期が満了にな

っておりましたので、今回、改めて委員をお願いいたしましたところ、

お引き受けいただきましてありがとうございます。改めまして、ご尽力

を賜りますよう、どうぞよろしく、お願い申し上げます。 

まず、冒頭にて自己紹介をいただいたなかで、県の施策としての進め

られている線引きの見直しに関連して、盆と正月がいっぺんに来たよう

だ、というコメントをいただきましたが、まさに私もそのようなイメー

ジを持っており、またこの都市計画というものは長期的な展望に立った

まちづくりの骨格となるものと考えております。それに係る重要な決定

をしていただくのがこの審議会でございますので、慎重なうえにも様々

なご意見を頂戴しながら、執り進めて参りたいと思います。 

 

まず議案の説明に入る前に、現在の当市が置かれている状況について

お話ししたいと思います。 

この県央地区におきましてはさがみ縦貫道、圏央道が開通し東北道ま

で至り、非常に大きな交通の結節点としての機能が強化され、そうした

影響が顕著に表れてきているのではないかと思います。 

ひとつにおいては、隣接市の海老名市さんにおいて、先月新たな大型

商業施設「ららぽーと・海老名」が開業し、県央だけでなく神奈川県、

全国的な話題にもなっており、ひとつの街の発展のシンボルとして市民

の期待感も大きいのではないかと感じております。しかし、一方では、 



3 

 

市 長 その大量の集客力による交通渋滞の問題等を懸念される方もおられ、ま

た先ほど申し上げた圏央道の開通に際して、一部区間での渋滞問題等も

話題になっております。 

当市におきましては、線引き見直しにも関連いたしますが、すでにご

承知のようにキャンプ座間の５．４haの返還を見込んで、その利用に係

る事業が進んでおります。来年、一定の段階で正式返還がなされる予定

であり、４月１日より開業予定の座間総合病院につきましても整備が進

んでおりますし、また自衛隊の家族宿舎にいたっては一部防護ネットが

外され、その姿が顕わになってまいりました。 

この地域におきましては、市街化調整区域内に地区計画を制定し、一

連の事業を進めていくことをこの審議会でも承認いただいているわけで

ございますが、今後の少子高齢化、また人口減少を鑑みながら、２０年、

３０年先そして半世紀先をとらえたまちづくりを進めて行く必要性があ

る、ということをこの事業を通して痛感しているところでございます。 

そのような状況の中で、市内においては、ご存じの通り日産自動車さ

んの事業再編のなかで大きな遊休地が出てまいりまして、そちらには、

すでに開通済みの圏央道を利用する大型物流センターが稼働しておりま

す。また、その北側には広大な敷地が残っておりますが、こちらについ

ても大型商業施設、イオンモールさんの建設について着工がなされ、工

事がスタートしております。この一連の開発につきましても、大規模な

開発となりますので、当然市としては周辺の交通環境についても十分に

配慮し、関係機関との調整を綿密に図りながら、慎重にことを進めてき

た経過がございます。当初の予定よりもだいぶ時間を要した為、一部に

はあの計画は白紙になったのではないか、という心配の声もきかれてお

りましたが、これはあくまでも我が座間市行政の姿勢として、関係機関

と十分に慎重な調整を取り進めてきた結果であるということをご理解い

ただきたく存じます。 

また、兼ねてより懸案でございました小田急相模原駅近傍の座間市分

の再開発事業、通称 ZC-3 につきましても、事業が前進しております。

これに関連して県にもご協力を賜っている相模原二ツ塚線の相模が丘１

丁目の部分についても、一定の目途が立ってきたというのが現況でござ

います。 

これらも含め、私どもの抱えておりますこれまでの懸案を、将来へ向

けて更に建設的に位置づけていくことについても、総合計画並びに、こ

の都市計画という視点から、しっかり広めさせて着実に執行して参りた

いと思うところでございます。 
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市 長  では、本日、ご審議いただきます議題５案件について諮問させていた

だきますのでよろしくお願いいたします。 

 

1点目でありますが、生産緑地地区の変更(案)について、でございます。

生産緑地地区につきましては、市街化区域内の農地で、良好な都市環境

の形成に資すると思われる農地を永続的に保全するために指定するもの

でございます。 

平成４年に第１回の指定を行い、これまで２２回の追加・廃止等の変

更を行ってまいりました。現在、1７5 箇所、約２２．３hａを指定させ

ていただいておりますが、今回の変更案で、廃止が８箇所、面積が約０．

７ｈaの減となりますことから、全体として、1６７箇所、約２１．６ｈ

a となるものです。後程、具体的な場所等につきましては、事務局より

説明をいたします。 

 

次に、２つの議案、都市計画公園関係であります。1 点目が富士山公

園の変更と、それに伴う特別緑地保全地区相模川緑地保全地区の変更で

ございます。２点目が現在整備中であります、芹沢公園の変更でござい

ます。 

 

１点目の富士山公園につきましては、都市計画道路町田厚木線を境と

して隣接しております。周辺では「キャンプ座間返還跡地地域地区計画」

区域に土地利用の方針に基づき着々と整備が進められ、平成２８年４月

には座間総合病院が開業することにより周辺交通環境の整備が急務とな

っております。 

その対策の一環として、公園区域を変更し、都市計画道路町田厚木線

と市道３０号線の交差部を改良することにより、安全で質の高い都市環

境を形成するとともに、快適で魅力ある都市づくりを推進するものであ

ります。 

２点目の、芹沢公園につきましては、第四次座間市総合計画（公園・

広場・緑地）戦略プロジェクトの施策方向のひとつ公園整備事業に位置

づけ、５つの整備方針で自然環境を生かした憩いの場としての公園作り、

防災機能を持ち合わせた公園作り、水源涵養地として樹林地を保全した

公園作り、健康づくりに活用できる公園作り、市民参加による公園計画

を定めております。現在、平成２９年４月の開園に向け整備を進めてお

り、具体的な内容につきましては、事務局より説明をいたします。 
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市 長  また、審議事項の５点目になりますが、座間市景観計画の変更（案）

について、でございます。 

景観計画につきましては、市全域を景観計画とし、良好な景観の形成

に関する方針や景観の骨格などを定め、各地域の特性に応じた景観法に

基づく景観計画を平成２０年８月に策定しております。今回は、「景観法」

に基づいて、「景観計画の変更」を定めるときは、都市計画審議会の意見

を聞くこととなっておりますので、後ほど諮問をさせていただき、事務

局より具体的な内容等につきましては、説明をいたしますので、ご審議

のほど、よろしくお願い申しあげます。 

この「景観計画」に沿ったまちづくりを進めていくためには、行政指

導だけではなく、地域の景観を市民の力によってどう作っていくのか。

行政として、どの様に市民と協働で取り組んでいくのか、支援のあり方

などが課題であると考えております。このためには、市民の景観への意

識の向上を図るための啓発、あるいは「鈴鹿長宿地区」のような、景観

への取り組みにより、すばらしい景観が保全されている場所が座間にあ

ることのＰＲなどを行い、市民の皆さんが身近な場所での景観のあり方

などを考え、行政と一緒に良好な景観を形成していくことが大事だと考

えております。 

 

本日多数の審議事項がございますが、様々な意見を頂戴しながら、審

議を進めて行きたいと思う次第でございます。 

 

最後に、報告事項といたしまして、これまでも説明をさせていただい

ております、第７回線引き見直し作業についての現在までの進捗状況・

今後のスケジュールについてご報告をさせていただきますのでよろしく

お願いいたします。 

 

以上を持ちまして、会議冒頭にあたっての挨拶とさせていただきます。

どうぞよろしくお願い申し上げます。 

 

事務局  ありがとうございました。次に、新たに皆様に、都市計画審議会の委

員をお願いいたしましたので、会長、副会長の選出が必要となります。

市長の進行により、選出をお願いいたします。よろしくお願いします。 

市 長  前委員さんの任期が、満了となっておりますので、改めて、会長及び

副会長を、ご選出いただきたいと思います。皆様にお配りしてあります、 
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市 長 座間市都市計画審議会条例第４条の規定によりまして、互選により、会

長１名、副会長１名を選出することとなっております。どなたかご意見

ございますでしょうか。 

委 員  事務局に一任してはいかがでしょうか。 

市 長  ただ今、ご意見いただきましたように、事務局一任ということでよろ

しいでしょうか。 

各委員  （ 異議なし ） 

市 長  異議なしということですので、事務局案を発表してください。 

事務局  会長につきましては、学識経験者を代表しまして山本委員に、副会長

につきましては、都市計画審議会の慣例によりまして、座間市都市計画

審議会条例第３条第１項第１号の市議会議員さんより選出いただきたい

と考えております。 

市 長  ただ今、事務局より案をご提示させていただきましたが。会長は山本

委員、副会長は市議会議員４名の方でどなたか立候補される方、または

推薦される方はいらっしゃいますでしょうか。 

委 員  佐藤委員を推薦いたします。 

市 長  ただいま、佐藤委員の推薦がございました。皆さんいかがでしょうか。 

各委員  （ 賛 成 ） 

市 長  皆さんのご賛同をいただきましたので、会長には山本委員、副会長に

は佐藤委員に、決定させていただきます。どうもありがとうございまし

た。どうぞよろしくお願いいたします。 

事務局  ありがとうございました。それではお手数ですが、会長さんと副会長

さんにはそれぞれの席へ移動をお願いいたします。それでは、ここで、

山本会長にご挨拶をお願いいたします。 

会長   （ あいさつ ） 

事務局  ありがとうございました。続きまして、佐藤副会長にご挨拶をお願い

いたします。 

副会長  （ あいさつ ） 

事務局  ありがとうございました。ここで、会長・副会長様が決まりましたの

で諮問準備のため休憩を１０分間いただきたいと思います。よろしくお

願いいたします。 

（ －１０分休憩－ ） 

事務局  お待たせいたしました、準備が整いましたので、休憩を解かしていた

だき、審議会を再開させていただきます。審議へ移らせていただきます

が、本審議会は、座間市市民協働推進条例の規定に基づき、会議の全部、 
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事務局 又は一部を公開することとされていますので、ご了承願います。 

  それでは次に本日の議案、座間都市計画生産緑地地区の変更（案）お

よび、座間都市計画公園３・３・２号富士山公園の変更（案）、座間都市

計画特別緑地保全地区相模川緑地保全地区の変更（案）、座間都市計画公

園５・５・１号芹沢公園の変更（案）、座間市景観計画の変更（案）につ

きまして、都市計画法第１９条第１項により、市長から会長へ諮問させ

ていただきます。皆様のお手元には、諮問書の写しをお配りしますので

ご覧ください。 

（ 市長諮問 ） 

事務局  恐れ入りますが、市長は他に公務がございますので、ここで退席させ

ていただきます。 

（ 市長退席 ） 

事務局  ここで、本日の配布資料の確認をさせていただきます。 

（ 資料確認 ） 

事務局  これからの議事進行につきましては、座間市都市計画審議会条例施行

規則第５条第１項に基づきまして、議長を山本会長にお願いいたします。 

議 長  それでは、これより議題に入ります。ただ今、市長より諮問のありま

した、議案第１号座間都市計画生産緑地地区の変更（案）について、事

務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第１号座間都市計画生産緑地地区の変更（案） につい

て、説明させていただきます。説明に先立ちまして、本日は関係課でも

あります農政課の職員を同席させております。 

 

（農政課 自己紹介） 

 

はじめに、生産緑地地区の「制度の概要」と「指定および廃止要件」

について、若干、説明をさせていただきます。生産緑地地区は、都市計

画法において、市街化区域内における、良好な都市環境の形成に、資す

る農地等の計画的な保全を目的として決定されているものでございま

す。平成３年の「生産緑地法」の改正に伴いまして、平成４年度に生産

緑地地区の決定が県下一斉に行なわれました。 

生産緑地地区の指定の要件といたしましては、市街化区域内にある農

地等で、５００平方メートル以上の規模の区域であること、都市環境の 
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事務局 向上の観点から効用があり、公共施設等の敷地の用に供する土地として

適しているものであること等でございます。 

生産緑地地区の廃止の要件といたしましては、主たる農業従事者が死

亡又は故障等により、農業の継続が困難な場合に、土地所有者の権利救

済の観点から、土地の買取りについて、市長に申し出ることができます。 

この場合、市長は、特別の事情がない限り時価で買取るものとされて

いますが、生産緑地地区は 市街化区域内における農地の宅地並み課税

に対する税制面での優遇や、農地等の持つ緑地機能の保全活用なども 

目的に含まれ制定されています。 

したがいまして、必ずしもすべて将来において公共施設として利用す

るために、買取るというものではございません。このため、市およびあ

っせん先の農業委員会で買取先がない場合には、建築行為等の制限が解

除され、生産緑地地区を廃止することになります。以上が「制度の概要」

と「指定および廃止要件」でございます。 

 

それでは、本年の座間 都市計画 生産緑地地区の変更（案）について、

ご説明を申し上げます。議案第１号の資料１の１ページをご覧ください。 

まず、今回の座間都市計画生産緑地地区の変更でございますが、都市

計画生産緑地地区をご覧の表のように変更しようとするものでございま

す。面積は今回の変更を行いますと約２１．６ヘクタールとなります。

備考欄には変更する箇所と内容を記載しております。 

変更理由としましては、これまでの生産緑地地区の経過を踏まえまし

て、生産緑地地区の主たる従事者の死亡により買取り申出による８箇所

の廃止を変更するものでございます。 

 

次に２ページの位置図をご覧ください。今回の変更内容といたしま

しては、箇所番号２相模が丘一丁目２３３番地、箇所番号３９新田宿１

１４番地１、箇所番号４６新田宿２６４番地１、箇所番号７０入谷五丁

目 2,542 番地、箇所番号７１入谷五丁目 2,357 番地、箇所番号１３８  

四ツ谷６４０番地イ、箇所番号１８５東原一丁目 5,968 番地、箇所番号 

１９５東原二丁目 5,614番地の計８箇所を廃止いたします。 

 

それでは、個別にご説明いたします。資料１の３ページの上部に案内

図－①と振ってございます、図をご覧ください。 

まず、箇所番号 ２ 相模が丘一丁目２３３番地の箇所についてご説明

いたします。位置関係ですが、図面左上の南北方向を結ぶ、茶色で示し 
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事務局 てあります道路が、「主要地方道町田厚木線」でございます。 

その、主要地方道町田厚木線と並行して走っている「小田急小田原線」

との間の「座間市道相模が丘２９号線」に接している黄色で表示した箇

所が廃止箇所となります。今回、この黄色の区域、約９４５平方メート

ルを 廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行

いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります。 

 

次に箇所番号 ３９ 新田宿１１４番地１の箇所についてご説明いた

します。資料１の４ページの上部に案内図－②（まるに）と振ってござ

いますので、図をご覧ください。 

位置関係ですが、図面中央の南北を結ぶ、茶色で示してあります道路

が、「座間市道３号線」でございます。その、座間市道３号線の東側に位

置する「座間市道新田宿１２号線」に接している黄色で表示した箇所が

廃止箇所となります。今回、この黄色の区域、約９６７平方メートルを 

廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行

いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります。 

 

次に箇所番号 ４６ 新田宿２６４番地１の箇所についてご説明いた

します。資料１の５ページの上部に案内図－③（まるさん）と振ってご

ざいますので、図をご覧ください。 

位置関係ですが、図面中央の南北を結ぶ、茶色で示してあります道路

が、「座間市道３号線」でございます。その、座間市道３号線の西側に位

置する「座間市道新田宿２７号線」に接している黄色で表示した箇所が

廃止箇所となります。今回、この黄色の区域、約６６４平方メートルを 

廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行 
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事務局 いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります。 

 

次に箇所番号 ７０ 入谷五丁目 2,542 番地の箇所についてご説明い

たします。資料１の６ページの上部に案内図－④（まるよん）と振って

ございますので、図をご覧ください。 

位置関係ですが、図面上方の東西を結ぶ、茶色で示してあります道路

が、「座間市道１号線」でございます。座間駅に向かう道路です。その座

間市道１号線の南側に位置する「座間市道入谷３５２号線」に接してい

る黄色で表示した箇所が廃止箇所となります。今回、この黄色の区域、

約 1,096平方メートルを 廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行

いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります。 

 

  次に箇所番号 ７１ 入谷五丁目 2,357 番地の箇所についてご説明い

たします。資料１の７ページの上部に案内図－⑤（まるご）と振ってご

ざいますので、図をご覧ください。 

位置関係ですが、図面上方の東西を結ぶ、茶色で示してあります道路

が、「座間市道１号線」でございます。座間駅に向かう道路です。その、

座間市道１号線の南側に位置する「座間市道入谷３５５号線」に接して

いる黄色で表示した箇所が廃止箇所となります。今回、この黄色の区域、

約 1,281平方メートルを 廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行

いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります。 

 

次に、箇所番号 １３８ 四ツ谷６４０番地イの箇所についてご説明い

たします。資料１の８ージの上部に案内図－⑥（まるろく）と振ってご

ざいますので、図をご覧ください。 

位置関係ですが、図面右側の南北を結ぶ、茶色で示してあります道路

が、「主要地方道町田厚木線」でございます。その主要地方道町田厚木線 
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事務局 の西側に位置する「座間市道四ツ谷２８号線」に接している黄色で表示

した箇所が廃止箇所となります。今回、この黄色の区域、約５１２平方

メートルを 廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行

いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります。 

 

次に、箇所番号 １８５ 東原一丁目 5,968 番地の箇所についてご説

明いたします。資料１の９ージの上部に案内図－⑦（まるなな）と振っ

てございますので、図をご覧ください。 

位置関係ですが、図面中央の南北を結ぶ、茶色で示してあります道路

が、「座間市道３８号線」でございます。その、座間市道３８号線の東側

に位置する「座間市道東原４号線」に接している黄色で表示した箇所が

廃止箇所となります。今回、この黄色の区域、約９８０平方メートルを 

廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行

いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります 

 

次に、箇所番号 １９５ 東原二丁目 5,614 番地の箇所についてご説

明いたします。資料１の１０ページの上部に案内図－⑧（まるはち）と

振ってございますので、図をご覧ください。 

位置関係ですが、図面中央の東西を結ぶ、茶色で示してあります道路

が、「国道２４６号大和厚木バイパス線」でございます。その、国道２４

６号大和厚木バイパス線の北側に位置する「座間市道東原１６号線」に

接している黄色で表示した箇所が廃止箇所となります。今回、この黄色

の区域、約５３４平方メートルを 廃止しようとするものです。 

この箇所につきましては、主たる従事者の「死亡」により、買取りの

申し出がありましたが、公共用地として買取る予定がないため、市では

買取らない旨の通知をいたしました。また、農業委員会にあっせんを行

いましたが、買取り希望者が無かったため、「行為の制限解除」に至って

おります。 
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事務局  以上が、「廃止」の説明でございます。尚、資料１の１１ページに今回

の対象となります生産緑地地区内農地等一覧表ならびに資料１の１２ペ

ージから１４ページにこれらの箇所の個別の経緯書になりますので、ご

覧頂きたいと思います。 

 

続きまして、資料１の１５ページをご覧ください。今回の変更内容を

整理させていただきますと、変更を予定しております、廃止８箇所とな

ります。面積は、差し引きしますと、廃止により６，９８０平方メート

ルの減少となります。座間市全体の指定状況といたしまして、生産緑地

地区指定箇所数は、変更前が、１７５箇所、今回、廃止が８箇所となり、

変更後が、１６７箇所となります。指定面積は、変更前の２２２，８２

０平方メートルが、変更後は２１５，８４０平方メートルとなります。 

 

市街化区域内 農地の内「生産緑地地区」の占める割合は、市街化区

域内農地面積全体に対し、変更前の５１．５％が、変更後は５２．３％

となります。以上が、座間 都市計画 生産緑地地区の変更（案）の内容

でございます。 

 

次に、案の縦覧結果についてご説明いたします。本件につきましては、

都市計画法第１７条に基づき、平成２７年１０月１５日から１０月２９

日まで、案の縦覧を行いました。その結果，縦覧者及び意見書の提出は

ございませんでした。 

 

以上で、座間 都市計画 生産緑地地区 の 変更（案）についての説明

を終わります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ただ今説明がありましたことについて、ご意見、質問等ありますでし

ょうか。 

 

委 員  ただいま説明頂きました生産緑地につきまして０．７haの減少という

事ですが、それはそれで仕方ないことかと存じますが、生産緑地は市街

化区域内の農地を保全するという前提がある中、解除にあたって実際市

が公共用地として買い取らなかった場合、農家の方が市街化区域内並み

の値段で農地として買うというのは到底難しい話です。 

     解除時は農業委員会において斡旋を行いますが、あまりにも農地とし 
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委 員 ては値段が高すぎる為、購入はほぼ不可能と言えます。そこで、市街化

区域内の農地を守るという観点から、今後できれば価格の目途や、ある

いは価格を公表していただけないかと思います。 

事務局  実務的な側面からご意見を賜りまして、ありがとうございます。実際、

市の買取や農業委員会での斡旋の事例がないというのは、構造的に問題

があるということは認識させていただいております。今後農地として継

続可能な価格の目途等について、一度庁内に持ち帰ったうえ検討させて

いただきたいと存じます。 

議 長  他にございますでしょうか。 

委 員  案内図④と案内図⑤についてですが、各案内図には近接の道路が示さ

れておりますが、案内図⑤には市道入谷３５５号線が描いてあるところ、

案内図④の方ではその部分は道路のようにはなっておりませんが、こち

らはどういった意味合いでしょうか。 

事務局  各案内図の道路につきましては、接道部分を起点として描かせていた

だいており、また下図が少々古い物もありますので、④と⑤では表記に

差異が生じております。今後気を付けさせていただきたく思います。 

議 長  他にございますでしょうか。 

委 員  前段でお話がありましたとおり、生産緑地は公共用地として買い取る

という前提があるものと思います。しかし実際問題、亡くなった方の土

地を買い取るというのは制度的に難しいものがあるかと思います。大規

模なものであれば公共用地の先行取得という方法が国の制度として可能

ですが、比較的小規模なものについては対応が難しいのも事実です。 

     しかし、生産緑地の多くは住宅街における貴重な緑地の供給源であり

まして、実際のところ、公共用地として買収した事例といたしましては

どのようなものがありますでしょうか。 

事務局  生産緑地の公共用地としての取得につきましては、道路用地として取

得した事例が少数ある程度です。しかし生産緑地は市街化区域内に占め

る緑地の約５２％をなしており、貴重な緑地であることは認識しており

ます。現状といたしましては、この生産緑地が公園とダブル決定するよ

うなことが可能なのか、あるいは市の市民農園とはまた異なった、生産

者の方が独自に行う体験農園という制度がございますが、これらをより

体系的に整理していく必要があるのではないか、ということが現時での

検討課題となっております。 

委 員  道路としての利用事例があるとのことですが、それは本当に偶然そこ

に道路計画があった為実現したものかと思います。ただいま市民農園の

話がありましたが、仮にその土地が公共用地として適していても、制度 
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委 員 として予算の確保や総合計画での位置づけなどが必要であり、実際の用

地取得は困難であるものと思います。ですので、これは座間市だけの問

題ではないのですが、今後は将来に向けて仕組みを変えられるような取

り組みが必要なのではないかと考えます。 

事務局  おっしゃられたとおり、制度上の問題も確かにございますので、そち

らにつきましては、引き続きより深めた内容を国・県要望へあげていき

たいと考えております。また、制度の問題だけではなく、貴重な緑地を

どのように利活用していくかも併せて庁内で検討させていただきたく思

います。 

議 長  他に質疑がなければ以上で質疑を終結し、採決したいと思います。座

間市都市計画審議会 議案第１号 座間都市計画 生産緑地地区の変更

（案）について、賛成の方の挙手を求めます。 

各委員  （ 賛成者挙手 ） 

議 長  挙手全員でございます。よって、座間都市計画生産緑地地区の変更（案）

につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

議 長  続きまして、答申の方法につきまして、ご意見をお願いいたします。

何かご意見等ありますでしょうか。  

委 員  会長・副会長に一任でいかがでしょうか。 

議 長  ただ今、会長・副会長に一任というご意見がございましたが、これつ

いてご異議ございませんか。 

各委員  （ 異議なし ） 

議 長  異議なしと認めます。よって、答申の方法につきましては、副会長と

相談のうえ行わせていただきます。続いて事務局より、議案第２号座間

都市計画公園３・３・２号富士山公園の変更（案）につきまして、事務

局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第２号座間都市計画公園３・３・２号富士山公園の変

更(案)について、説明させていただきます。説明に先立ちまして、本日

は事業を担当する公園緑政課の職員を同席させております。 

 

（公園緑政課 自己紹介） 

 

最初に都市公園について、ご説明させていただきます。参考資料２を

ご覧ください。都市公園とは、一般に「公園」と呼ばれるものは、「営造

物公園」と「地域制公園」とに大別されます。営造物公園は国又は地方

公共団体が一定区域内の土地の権限を取得し、目的に応じた公園の形態 
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事務局 を創り出し一般に公開する造営物です。一方、地域制公園は国又は地方

公共団体が一定区域内の土地の権限に関係なく、その区域を公園として

指定した土地利用の制限・一定行為の禁止又は制限等によって自然景観

を保全することを主な目的とします。営造物公園は「都市公園法」に基

づく「都市公園」に代表され、地域制公園は「自然公園法」に基づく「自

然公園」に代表されます。「都市公園」とは参考資料２に掲げる公園又は

緑地で、その設置者である地方公共団体又は国が当該公園又は緑地に設

ける公園施設を含むものとしています。 

市には現在、４１箇所、総面積約６１．５ｈａの都市公園があります。

その内訳は、街区公園３５箇所、近隣公園３箇所、地区公園１箇所、総

合公園１箇所及び特殊公園が１箇所です。市民一人あたりの都市公園面

積は平成２４年４月１日人口時点で、４．８㎡／人となり、神奈川県平

均の４．９㎡／人（Ｈ２２．３．１）、全国平均の９．５㎡／人、さらに

国の参酌標準の１０㎡／人を下回っています。都市公園の分布状況では、

総合公園である芹沢公園及び特殊公園である座間谷戸山公園は、市の基

幹的な緑の拠点となっています。また、市民の生活に最も身近な住区基

幹公園（街区公園、近隣公園、地区公園）は、市域の中央に集中してい

ますが、市域の東側等において、一部、これらの公園の誘致圏域から外

れている地域が見られます。 

 

それでは、座間都市計画公園３・３・２号富士山公園の概要について

説明をさせていただきます。お手元の資料２になります。当初の都市計

画決定は昭和４５年１２月２２日、開設は昭和４７年７月１日、計画面

積及び開設面積は２．７ｈａ、種類種別は住区基幹公園の近隣公園とな

っており、位置については、座間市座間字冨士山及び座間入谷字明王谷

地内となっております。 

 

つづけて、変更（案）について、ご説明いたします。変更理由といた

しましては、都市計画道路３・５・１号町田厚木線と市道３０号線の交

差点改良に伴い、隣接する都市計画公園３・３・２号富士山公園の区域

変更が生じるため変更するものです。詳細内容については、現在「キャ

ンプ座間返還跡地地域地区地区計画」区域では、土地利用の方針に基づ

き「医療・防災エリア」の整備が進められており、周辺の交通環境の整

備が急務となっています。加えて、都市計画道路３・５・１号町田厚木

線と市道３０号線の交差部は、事故多発地点として道路交通管理者より

交差点の早急な改良が求められています。このことから、都市計画公園 
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事務局 ３・３・２号富士山公園の区域を変更して、都市計画道路３・５・１号

と市道３０号線の交差部を改良し、安全で質の高い都市環境を形成する

とともに、都市計画公園３・３・２号富士山公園の出入口部を改良して

バリアフリー化を図り、快適で魅力ある都市づくりを推進するために公

園面積が１６５㎡の面積減となるため変更するものです。 

 

つづいて、これまでの経過について説明いたします。先ほども申しま

したが、昭和４５年１２月２２日に都市計画決定され、県の告示は第１

１４７号でございます。昭和４６年１１月１２日に事業認可、昭和４７

年７月１日に開設され現在に至っております。 

変更の経緯につきましては、本年２月交通協議了解、同６月から７月

にかけて県協議了解、同年９月都市計画変更素案作成、同９月１６日法

定協議、また、都市計画法第１７条１項に基づく都市計画の変更案の公

告及び縦覧を１０月１５日から１０月２９日まで２週間行い、縦覧者か

らの意見を求めました。その結果、縦覧者及び意見書の提出はございま

せんでした。 

 

簡単ですが、これまでの経過および変更について説明させていただき

ました。以上で、「座間都市計画公園３・３・２号富士山公園の変更」（案）

の説明となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ただ今説明がありましたことについて、ご意見、質問等ありますでし

ょうか。 

 

委 員  面積の変化はないとのことですが、そういたしますと、こちらのお手

洗いへ向かう階段等がある部分については公園の区域ではないというこ

とでよろしいでしょうか。 

事務局  当該地は公園の一部ではあり実際は１６５㎡の面積減となっておりま

すが、都市計画決定面積はヘクタールで表すため、都市計画上の表現と

して面積の変更はないということになります。 

委 員  ありがとうございます。それで、気になるのはお手洗いへの影響なの

ですが、そちらはどのように対応される予定なんでしょうか。 

事務局  トイレへの影響につきましては、参考資料の図面を見ていただけると

分かるとおり、図面上にWCという形でトイレを示しておりますが、こ

ちらは今回の道路区域へは入っておりませんので引き続き現状維持のま

ま利用ができるものとなっております。 
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委 員  入口については片方となるということでよろしいでしょうか。 

事務局  そういうことになります。 

委 員  そうなりますと、こちらは要望となりますが、当地は相当の交通量に

なるものかと考えられますが、公園として危険性ないよう配慮するだけ

でなく、周辺の対策も十分にして欲しいと思います。 

議 長  よろしいでしょうか。他にございますでしょうか。 

委 員  こちらの道路の拡幅は大変うれしい事ではありますが、現実的に今後

病院の利用者の増が予想されることや、また右折しにくい場所でありま

すので、信号等で統制を図らないと返って渋滞を招くのではないかと心

配しております。 

事務局  おっしゃるとおり、たしかに病院ができますと、交通量は増えるであ

ろうことは予想されます。また病院の入り口の部分に信号がつきますの

で、その部分で車が停止することも想定されます。 

今回の交差点につきましては現状信号はなしとしております。という

のも、今回の交差点改良はあくまでも鋭角に県道へ切れ込んでいる交差

点を直角に交差させることと、ボトルネックとなっている現状を改善す

ることを目的としております。 

     今後また様子を見つつ、色々な変化がございましたら、対応すべき部

分はその都度対応させていただきたいと思います。 

委 員  ただいまのお答えは理解できるのですが、現実的に、朝の当地は現状

でもかなり渋滞が起きております。また病院のところへ信号ができます

と、右折レーンがあればともかく、現況案では左折はできても右折は困

難という状況になり兼ねないと思われます。そうなりますと、せっかく

道路を直しても渋滞が長くなってしまうことが予想されます。 

本案をだめだと言っているわけではないのですが、今後そのあたりに

ついてはもう一度よくお考えいただきたいと思います。 

事務局  ご意見ありがとうございます。今回の工事により、今現在よりは状況

は改善されるものと考えておりますが、本日は交通管理者様もお越しに

なっておりますので、今後交通管理者様と相談の上状況を見て順次対応

していきたいと思います。 

議 長  他にございますでしょうか。 

委 員  今回の道路改良にあたっては、予測交通量はどの程度で算出されてい

るのでしょうか。 

事務局  本件は一般的な道路改良というものではなく修繕的要素が強いものと

なっており、一般的な車両の相互通行の確保を目的としております。そ

の為、車両数等につきましてはまだ想定しておらず、来年度以降、当該 
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事務局 道路の改良を考えていくなかで検討して行きたいと考えております。 

委 員  ただいまの話題の続きとなるのですが、交差点部分の大きさが少し減

るように思われますが、現状の道路幅のまま整備するということはでき

ないのでしょうか。 

事務局  現状の道路幅ですが、６．５ｍほどとなっており、改良後は１０ｍほ

どとなります。また横断歩道も、現在１５．９ｍ、改良後は９．６７ｍ

と今よりも短くなります。つまるところ交差点をコンパクト化すること

によりまして、車両の相互通行を可能として、なおかつ歩道部分を少し

増やすような形となります。横断歩道も現在の斜めになっている部分を

修正することで、歩行者の安全も確保いたします。 

委 員  コンパクト化のお話は聞いたことはありますが、先ほどの委員のお話

にもありましたように、渋滞も懸念されるわけですので、もう少し道路

幅を広げられないものかと思います。現時点において、そういった可能

性はあるのでしょうか。 

事務局  先ほどの回答とも一部重複いたしますが、今回の改良はあくまでも、

相互通行の確保という交差点部分の修繕的要素が強い物となります。ま

た、交差点を超えた坂道の部分につきましても、ご存じのとおりセンタ

ーラインのない決して広くはない道路となっております。この道路も含

め、全体的な改良は、来年度以降考えていきたいところであり、今回は

あくまでも交差点の修繕だけにスポットをあてたものとなっておりま

す。 

議 長  他にございますか。なければ質疑を終結いたします。 

委 員  議長、一時退席させていただきたく存じます。 

議 長  認めます。 

（委員１名 一時退席） 

議 長  他に質疑がなければ以上で質疑を終結し、採決したいと思います。座

間市都市計画審議会 議案第２号 座間都市計画公園３・３・２号富士山

公園の変更（案）について、賛成の方の挙手を求めます。 

各委員  （賛成者挙手） 

議 長  挙手全員でございます。よって、座間都市計画公園３・３・２号富士

山公園の変更（案）につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

委 員  議長、申し訳ありませんが、ここでひとつ提案という形で発言をさせ

ていただきたく思います。ただいま話題にあがっておりました市道３０

号線に関連することでございますが、道路をよくするためにも建築確認

に係る何かしらの規制をかけるなどして、例えば道路中心線から何ｍな

ど建て替え等に際しての道路共用をお願いしていくことが必要なのでは 
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事務局 ないでしょうか。 

     また、道路が広がることによって土地の価値もあがってくるわけです

し、これからは市や県に住民が要求するという姿勢だけでなく、住民自

身も身を削ってよくして行こうとする意識が必要かと思います。 

議 長  ありがとうございました。ここで５分ほど休憩を取りたいと思います 

（５分休憩） 

議 長  続いて事務局より、議案第３号座間都市計画特別緑地保全地区相模川

緑地保全地区の変更（案）につきまして、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第３号座間都市計画特別緑地保全地区相模川緑地保全

地区の変更(案)について、説明させていただきます。 

 

最初に特別緑地保全地区について、ご説明させていただきます。参考

資料３をご覧ください。 

都市緑地法（昭和４８年９月１日法律第７２号）第１２条に基づく「特

別緑地保全地区」は、都市における良好な自然的環境となる緑地を永続

的に保全することを目的とした都市計画法第８条に基づく「地域地区」

です。指定要件としては、次のとおりです。 

 

① 無秩序な市街化の防止、公害又は災害の防止のため必要な遮断地

帯、緩衝地帯又は避難地帯として適切な位置、規模及び形態を有す

るもの。 

② 神社、寺院等の建造物、遺跡等と一体となって、又は伝承若しく

は風俗習慣と結びついて当該地域において伝統的、文化的意義を有

するもの。 

③ 風致又は景観が優れているもの、あるいは動植物の生息地又は生

育地として適正に保全する必要があるものであり、かつ当該地域の

住民の健全な生活環境を維持するために必要なもの。 

 

  指定主体は、特別緑地保全地区は、都市計画法における地域地区とし

て、市町村が計画決定を行います。ただし、１０ha以上かつ２以上の区

域にわたるものは都道府県が行います。 

行為の制限は、特別緑地保全地区に指定されると、次の行為を行う場

合に、都道府県知事（市の区域内にあたっては当該市長）の許可が必要

になります。 
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事務局  許可が必要な行為といたしましては、① 建築物その他工作物の新築、

改築又は増築、② 宅地の造成、土地の開墾、土石の採取、鉱物の採掘

その他の土地の形質の変更、③ 木竹の伐採、④ 水面の埋立て又は干

拓(かんたく)、⑤ 屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積など、

となります。 

  ただし、公益性が特に高く緑地の保全上著しく支障を及ぼすおそれの

ない一定の行為や、計画決定の際に既に着手していた行為、非常災害の

応急措置等についてはこの限りではありません。 

 

市では、相模川緑地保全地区として、相模川河岸段丘面一帯の約１０．

３ｈａが指定されています。 

 

  それでは、座間都市計画特別緑地保全地区相模川緑地保全地区の概要

について説明をさせていただきます。お手元の資料３になります。都市

計画決定は平成５年１１月２日、面積は約１０．３ｈａ、区域は座間１

丁目、入谷１丁目、入谷３丁目、入谷５丁目、座間字冨士山及び座間入

谷字明王地内。指定番号は神奈川県告示第９９１号となっております。 

 

資料３をご覧ください。変更（案）について、ご説明いたします。変

更理由といたしましては、都市計画道路３・５・１号町田厚木線と市道

３０号線の交差点改良に伴い、隣接する都市計画公園３・３・２号富士

山公園の区域変更が生じる。同公園は特別緑地保全地区に指定されてい

るため変更するものです。詳細な内容については、詳細につきましては

富士山公園と同様となりますので、省略させていただきます。 

 

つづいて、これまでの経過について説明いたします。先ほども申しま

したが、平成５年１１月２日に都市計画決定され、県告示は第９９１号

でございます。変更の経緯につきましては、本年２月交通協議了解、同

６月から７月にかけて県協議了解、同年９月都市計画変更素案作成、同

９月１６日法定協議、また、都市計画法第１７条１項に基づく都市計画

の変更案の公告及び縦覧を１０月１５日から１０月２９日まで２週間行

い、縦覧者からの意見を求めました。その結果，縦覧者及び意見書の提

出はございませんでした。 

 

簡単ですが、これまでの経過および変更について説明させていただき 
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事務局 ました。以上で、座間都市計画特別緑地保全地区相模川緑地保全地区の

変更（案）の説明となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたしま

す。 

 

議 長  ただ今説明がありましたことについて、ご意見、質問等ありますでし

ょうか。 

（ 質疑無し ） 

議 長  質疑がなければ以上で質疑を終結し、採決したいと思います。座間市

都市計画審議会 議案第３号 座間都市計画特別緑地保全地区相模川緑

地保全地区の変更（案）について、賛成の方の挙手を求めます。 

各委員  （ 賛成者挙手 ） 

議 長  挙手全員でございます。よって、座間都市計画特別緑地保全地区相模

川緑地保全地区の変更（案）につきましては、原案のとおり可決いたし

ました。続いて事務局より、議案第４号座間都市計画公園５・５・１号

芹沢公園の変更（案）につきまして、事務局の説明を求めます。 

 

事務局  それでは、議案第４号座間都市計画公園５・５・１号芹沢公園の変更

(案)について、説明させていただきます。都市公園について、先ほどご

説明をさせていただきましたので、座間都市計画公園５・５・１号芹沢

公園の概要から説明をさせていただきます。 

はじめに位置関係でございますが、芹沢公園は、小田急小田原線相武

台前駅から南東に１．７キロメートル、市役所から南に１．４キロメー

トルの日産自動車座間事業所に近接した位置にあります。 

公園の区域は南北方向に約８００メートル、古くから水源涵養林とし

て自然環境が保全されてきております。公園の北側には、本市の東西方

向の骨格となる都市計画道路座間南林間線、東側には市内の主要施設や

地域拠点への移動に重要な役割を果たす幹線道路座間市道３８号線が整

備されております。 

次に上位計画における位置づけですが、第７回線引き見直しでは「都

市計画区域の整備、開発及び保全の方針」において、多様な自然を残す

緑地は生物多様性の確保のうえでも重要な緑の拠点となっていることか

ら保全・再生を図るものとされています。 

また、第四次座間市総合計画においては、戦略プロジェクト施策の方

向とし公園整備事業では、①自然環境を生かした憩いの場としての公園

作り、②防災機能を持ち合わせた公園作り、③水源涵養地として樹林地 
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事務局 を保全した公園作り、④健康づくりに活用できる公園作り、⑤市民参加

による公園計画、の５つの整備方針を掲げ、市の総合公園として整備を

行っております。 

さらに、「座間市地域防災計画」においては、地震災害から市民の安全

を確保するための広域避難場所に現在は一部位置づけられており、また、

ヘリコプター臨時離着陸場ともなっております。 

 

それでは、本公園の都市計画決定の経緯並びに変更理由についてご説

明いたします。お手元の資料４になります。 

都市計画決定は昭和６０年１月２５日、開設年月日は昭和５６年７月

３１日、計画面積１６．２ｈａ、現在の開設面積は１３．４ｈａであり

ますが、現在一部整備中であり、平成２９年の完成を予定しております。

種類種別は都市基幹公園の総合公園となっており、位置については、座

間市栗原字芹沢、字芹沢谷、字中丸及び字東原地内です。 

昭和６０年１月に面積１６．２ｈａにて都市計画決定され、自然環境

を生かし、湿性植物園及び遊具コーナーを配置することで「市民の憩い

の場」としての総合公園を計画決定いたしました。昭和６０年１１月 第

１工区事業認可取得（面積約５．９ｈａ）、平成２年４月第１工区供用開

始、平成２年１０月第２工区事業認可取得（面積約３．７ｈａ）、平成９

年４月第２工区供用開始、平成１５年４月第３工区事業認可取得（面積

約３．８ｈａ）、平成２２年４月 第３工区供用開始、平成２３年５月 第

４工区事業認可取得（面積約２．６ｈａ）となっております。しかし、

最終工区面積確定に伴い面積を精査した結果、第三工区が－０．４ｈａ

となり全区域面積が１５．８ｈａとなり今回面積を変更することとなり

ました。 

変更理由といたしましては上述のとおり、整備に伴い面積精査を行っ

た結果、計画決定時と実際の面積が異なることが判明した為、公園区域

の変更は行わず、面積のみを変更するものです。 

なお、平成２７年６月１日にこまつばら公園 約０．２２ｈａ、同年

７月１日なかやと公園約０．１８ｈａを公告しているため本市の一人当

りの都市公園面積には変更ございません。 

 

つづいて、今回の変更の経緯につきましては、本年６月県協議了解、

同年９月都市計画変更素案作成、同９月１６日法定協議、また、都市計

画法第１７条１項に基づく都市計画の変更案の公告及び縦覧を１０月１

５日から１０月２９日まで２週間行い、縦覧者からの意見を求めました。 
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事務局 その結果、縦覧者及び意見書の提出はございませんでした。 

 

以上で、「座間都市計画公園５・５・１号芹沢公園の変更」（案）の説

明となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ただ今、説明がありましたことについて、ご意見、質問等ありますで

しょうか。 

委 員  こちらの公園区域になっている部分は、公園になる前は地目上何にな

っていましたでしょうか。 

事務局  主は山林ですが、一部農地でした。 

委 員  山林ですと、一般に再測量で面積が増えることが多いのですが、今回

は減ってしまったということですね。わかりました。 

     お話は変わりますが、この公園がどうというわけではないのですが、

公園利用者の方が公園区域外の畑に入ってきてしまうことがあるので、

できましたら何か対策をお願いしたく思います。現状でも簡単な柵はし

てあるのですが、それを超えて入ってきてしまうので、一般の方が畑の

なかを通らないよう対応願います。なお、こちらは要望となります。 

事務局  現況をよく確認させていただいたうえで、対応させていただきたく思

います。 

議 長  他にございますでしょうか。 

委 員  公園面積が減少するのは第３工区の部分とのお話でしたが、もともと

何 haあったものが、何 haになったのでしょうか。 

事務局  元々の第３工区の都市計画決定面積は３．８haあったものが３．６ha

となり０．２haの減少となります。また、都市計画決定時の面積測量を

地形図に基づき行っておりましたので、その誤差が０．２haとなり、合

計で０．４haの減少ということになります。 

議 長  他に質疑がなければ以上で質疑を終結し、採決したいと思います。座

間市都市計画審議会 議案第４号 座間都市計画公園５・５・１号芹沢公

園の変更（案）について、賛成の方の挙手を求めます。 

各委員  （ 賛成者挙手 ） 

議 長  挙手全員でございます。よって、座間都市計画公園５・５・１号芹沢

公園の変更（案）につきましては、原案のとおり可決いたしました。 

続いて事務局より、議案第５号座間市景観計画の変更（案）につきま

して、事務局の説明を求めます。 
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事務局  それでは、議案第５号「座間市景観計画の変更（案）について」、説明

させていただきます。最初に座間市景観計画について、ご説明させてい

ただきます。 

平成１６年１２月１７日に「景観法」が施行され、この法は住民、事

業者、国、地方自治体の良好な景観の形成に対する責務を示した法で、

優れた自然、歴史的、文化的景観をかけがえのない財産として守り育て

るとともに、次世代へ継承していくために個人や感性の問題ではなく地

域一体となって景観をコントロールしていく必要があることを明確に

し、法的な根拠を与えるものとなりました。 

そこで、本市では景観法を活用するために、県の同意を得て、平成１

８年４月１日に「景観行政団体」になっております。本市では、地域独

特の美しさを守り育てることを目的に平成１６年に制定された景観法に

基づいた座間市景観条例と、座間市景観計画を定めました。 

景観条例と景観計画は、景観形成の基本理念や方針等を定め、これを

実現していくために、景観誘導の指針や、地区ごとの特性を生かした景

観づくりを進めていくための仕組みなどについて定めたものです。 

景観形成方針（景観法第８条第２項第２号関係）は、建築物に関わる

行為において配慮すべき事項を定めたものであって、本市の景観づくり

で目指す望ましい景観の姿を示したものです。本市の景観構造を表現し

た「緑と屋根と坂」を生かしたまちづくりを景観づくりのテーマとし、

基本目標を設定しています。 

 

良好な景観の形成は、地域の魅力の向上に加えて、座間市としての魅

力を高めていく上で重要であり、特に本市では、相模川の河岸段丘や丘

陵地の緑の保全や河川沿いの景観形成、眺望の保全など、調和のとれた

規制誘導を行っていく必要があることから、市全域を景観計画区域とし

ております。 

また景観計画区域のうち地域住民等の合意形成に基づき、特にきめ細

やかに計画を定める地区を「特定景観計画地区」として、旧市街地の佇

まいを残す「鈴鹿長宿特定景観計画地区」を指定しています。 

さらに良好な景観形成を目指し、平成２３年度より、市内の公共施設

についても景観重要公共施設の制定に向け作業を進めております。平成

２３年度に景観重要公共施設の選定を行い、平成２３年度第１回座間市

景観審議会において承認されました。平成２４・２５年度で、関係機関

や公共施設管理者と協議を行い、平成２５年度第１回座間市景観審議会

においては、施設管理者協議が整った「座間市道５号線」「かにが沢公園」 
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事務局 の２箇所の公共施設の景観重要公共施設指定について了承されたことを

受け位置づけ、昨年度平成２６年度第２回都市計画審議会においても了

承されております。 

 

続いて、今回の変更点でありますが、今回は２件の景観重要公共施設

の追加いたしましたので、それぞれの施設についてご説明いたします。 

 １件目は、「座間谷戸山公園」です。昭和６３年から風致公園として整

備の進められてきた県立公園であり、園内には、市役所側の広場やテニ

スコート、また、谷戸地形を生かした散歩コース、イベント等に使用可

能なかまどなど、様々な地形・自然を生かした施設があり、市民の「ふ

れあいと憩いの場」として役割とともに、豊かな自然と伝統文化を現代

に継承するうえで当市において重要な役割を果たしております。また景

観上といたしましても、入谷地域の大規模な緑の供給地として、当地の

景観形成上大きな影響があるものと考えられ、指定対象とさせていただ

きました。 

 つづいて、２件目の「鈴鹿長宿特定景観計画地区内の道路」につきま

しては、平成元年より、街なみ環境整備事業に基づき市と地域住民の協

働のうえ整備を進めてまいりました地区でございます。当地は湧水、豊

富な生垣、社寺等歴史的建築物、また美装化舗装道路等、座間市内にお

いて有数の景観要素が集積する地域となっており、今後はより適切な維

持保全を図るため、今回指定対象とさせていただきました。なお、この

地区内におきましては地区内の一部の道路を指定の対象とさせていただ

いておりますが、その他指定対象道路周辺の水路・小広場につきまして

も、これに準じた運用を行っていくものとして規定しております。 

 

また、５月１日より３１日までの約１ヶ月間、パブリックコメントを

実施いたしましたが、意見の提出はありませんでした。今後の予定とし

ましては、審議会の議を経たのち、事務的変更手続きを行っていきます。 

 

簡単ですが、これまでの経過および変更について説明させていただき

ました。以上で、「座間市景観計画の変更（案）」についての説明を終わ

ります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

 

議 長  ただ今、説明がありましたことについて、ご意見、質問等ありますで

しょうか。 
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（ 質疑なし ） 

議 長  特に質疑がなければ以上で質疑を終結し、採決したいと思います。座

間市都市計画審議会 議案第５号 座間市景観計画の変更（案）について、

賛成の方の挙手を求めます。 

各委員  （ 賛成者挙手 ） 

議 長  挙手全員でございます。よって、座間市景観計画の変更（案）につき

ましては、原案のとおり可決いたしました。以上で、審議事項について

は、終了いたします。ここで、１０分程度休憩いたします。 

（１０分休憩） 

議 長  休憩を解きまして、再開いたします。続いて、報告事項 報告第１号

第７回線引き見直しについて、事務局の報告を求めます。 

 

事務局  それでは、報告第１号「第７回線引き見直し」について、説明させて

いただきます。お手元の報告資料６－１から４、を基に説明をさせてい

ただきます。 

これまでのところ、神奈川県とのヒアリングを５回行っております。

座間市の方針としては、第６回を基本ベースとし、加筆修正を行い対応

しております。内容については、本審議会においても２回説明をいたし

ておりますので、一部説明を省かせていただきます。 

 

簡単に「線引き見直し」について説明させていただきます。説明資料

６をご覧ください。 

「線引き」とは、概ね１０年後の将来予測のもと、都市計画区域につ

いて整備、開発及び保全の方針などを都市計画に定めるとともに、無秩

序な市街地を防止するため、都市計画区域を市街化区域と市街化調整区

域に区分するもので、都市計画の根幹をなすものであり、都市計画の基

本的な方針などを定めます。 

また、都市計画区域の整備、開発及び保全の方針とは、一体の都市と

して整備、開発及び保全すべき区域として定められる都市計画区域全域

を対象として、長期的視点に立った都市の将来像を明確にするとともに

その実現に向けて、区域区分の決定の有無及び区域区分を定める場合は

その方針や、都市計画の目標、土地利用、都市施設の整備及び市街地再

開発事業に関する主要な都市計画の決定の方針等、都市の基本的な方針

を定めるものです。なお、区域区分とは、都市計画区域について無秩序

な市街化を防止し、計画的な市街化を図るため、市街化区域と市街化調 
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事務局 整区域と区分を定めるものです。 

市街化区域とは、既に市街地を形成している区域及び概ね１０年以内

に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域であり、市街化調整区域は、

市街化を抑制すべき区域で、原則として新たな建築物などが制限されて

います。 

この市街化調整区域を市街化区域に変更することを一般的に「市街化

区域に編入する」といい、逆に市街化区域を市街化調整区域に変更する

ことを、「逆線引きを行う」などといいます。なお、今回座間市において

は、線引きの修正はありません。 

なお、都市計画区域の範囲は、平成９年３月２８日から１，７５８ｈ

ａとなっておりますが、今回の見直しでは、国土地理院精査により、１，

７５７ｈａと変更になりました。市街化区域の規模は概ね１，２５３ｈ

ａとして変更はなく、本区域における人口、産業の見通し、かつ市街化

の現況及び動向を勘案し、平成２２年時点で市街化している区域及び当

該区域に隣接し平成３７年までに優先的かつ計画的に市街化を図るべき

区域を市街化区域とすることを想定しております。 

 

次に、第７回線引き見直しに関する素案閲覧及び公聴会について、平

成２７年９月４日から同月２５日まで閲覧に供するとともに、公述の申

し出を受け付けたところ、公述の申し出がありませんでしたので、公聴

会については中止になりました。 

最後に、今後のスケジュールについては、平成２７年度末には県原案

確定、平成２８年度に都市計画法手続きを経て、平成２８年１２月頃、

変更告示となる予定です。 

簡単ですが、これまでの経過および内容について説明させていただき

ました。以上で、報告第１号「第７回線引き見直し」についての説明と

なります。 

 

議 長  ただ今、報告のありましたことについて、ご意見、質問等ありますで

しょうか。 

委 員  資料内容の確認なのですが、資料中に線引きに関して「市街化区域を

市街化調整区域へ編入する」という表記がありますが、これは逆線引き

のことではないでしょうか。 

事務局  失礼いたしました。こちらの表記は誤りです。お詫び申し上げます。 

委 員  ところで、今後人口減少に伴い、市街化区域を市街化調整区域へ編入

していく動きも神奈川県内の色々なところで動きがありますが、座間市 
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委 員 におかれましても今後課題になっていくのかなと思います。これまでが

右肩あがりの時代でしたので、今後の人口減少の時代に向けて、逆線引

きが行われるというのは決しておかしいことではないと思います。今後

のテーマとして、そういったお話もご提案させていただきます。 

議 長  他にないようですので、これで報告第１号を終わります。 

     以上で、本日の議題事項につきまして、全て終了いたしましたので、

事務局より、次回日程についてお願いします。 

事務局  次回日程については、日程が決まり次第、追って事務局より通知をさ

せていただきますので、よろしくお願い申し上げます。また、ただいま

より答申の写しを配布させていただきます。 

（答申の写しを配布） 

議 長  それでは、次回日程は事務局から通知いたしますのでご対応のほどよ

ろしくお願いします。これをもちまして、本日の予定は全て終了いたし

ました。答申につきましては、副会長と共に市長へ答申をさせていただ

きます。これからの進行は事務局にお返しします。 

事務局  ありがとうございました。その他については特にございません。以上

で都市計画審議会を閉会いたします。お忙しいところ、ありがとうござ

いました。 

 


